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１ 会  議  名 決算特別委員会 

 

２ 日    時 平成２６年９月２４日（水）          １４時４１分開会 

                         １４時４６分閉会 

 

３ 場    所 議場 

 

４ 出 席 委 員 仮屋園一徳委員長、山田勝副委員長、出口徹裕委員、           

竹原恵美委員、石澤正彰委員、松元薫久委員、 

 牛之濱由美委員、濵﨑國治委員長、野畑直委員、 

大田重男委員、 牟田学委員、岩﨑健二委員、木下孝行委員、 

鳥飼光明委員、 中面幸人委員、（濵之上大成議長） 

 

 

５ 事務局職員 議事係長 東 岳也、議 事 係 寺地 英兼 

 

６ 会議に付した事件 

 ・決算特別委員会の正・副委員長選出について 

 

７ 議事の経過概要 

 別紙のとおり 
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決算特別委員会 

９月２４日（水）                     １４時４１分 

 

審査の経過概要 

 

議長（濵之上大成議長） 

ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 

委員会条例第１０条第２項の規定により、年長委員が委員長互選の職務を行

うことになっておりますので、鳥飼委員に委員長互選の職務をお願いいたしま

す。 

（議長退席、臨時委員長委員長席に着席） 

臨時委員長(鳥飼光明委員) 

それでは委員長が互選されるまで委員長の職務を行います。 

これより委員長の互選を行います。 

お諮りいたします。 

委員長の互選については、指名推選、投票のいずれにより行うかお諮りをい

たします。 

岩﨑健二委員 

指名推選でお願いします。 

臨時委員長(鳥飼光明委員) 

ただいま岩﨑委員から、指名推選ということでありすが、それでよろしいで

すか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認めます。 

よって、委員長の互選については指名推選によることと決定をいたしました。 

それではどなたか委員長を推選願います。 

岩﨑健二委員 

仮屋園委員をお願いしたいと思います。 

臨時委員長（鳥飼光明委員） 

ただいま岩﨑委員から仮屋園委員長に指名したいとのことですが、これにご

異議ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

それでは異議なしと認めます。 

よって、委員長に仮屋園委員が当選をされました。 

それでは、自席から仮屋園委員長より就任のごあいさつをお願いいたします。 

決算特別委員会委員長（仮屋園一徳委員） 

推薦を受けましたので、お引き受けしたいと思います。皆さんの協力を得ま

して、しっかりとした決算審査ができますように、頑張ってまいりたいと思い

ますので皆さんの協力をよろしくお願いします。 

臨時委員長(鳥飼光明委員) 

以上で臨時委員長の職務を終わります。 

これで委員長と交代をいたします。 

（臨時委員長退席、仮屋園一徳委員長委員長席に着席） 

決算特別委員会委員長（仮屋園一徳委員） 
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ただいまより委員長の職務を行います。 

これより副委員長の互選を行います。 

お諮りします。 

副委員長の互選については、指名推選、投票のいずれにより行うかお諮りし

ます。 

岩﨑健二委員 

指名推選でお願いします。 

決算特別委員会委員長（仮屋園一徳委員） 

ただいま岩﨑委員から指名推選という意見が出ましたがよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしとのことで、それでは誰か指名をしてください。 

どなたか推薦ございませんか。 

松元薫久委員 

山田委員にお願いしたいと思いますけれども。 

決算特別委員会委員長（仮屋園一徳委員） 

ただいま、松元委員から山田委員との意見がありますが。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認めます。 

よって、副委員長に山田委員が当選されました。 

それでは副委員長より就任のあいさつをお願いいたします。 

決算特別委員会副委員長（山田勝委員） 

委員長を補佐してにぎやかな委員会にしたいと思います。 

決算特別委員会委員長（仮屋園一徳委員） 

就任のあいさつが終わりました。 

次に、本決算特別委員会の審査日程についてお諮りいたします。 

審査日程につきましては、先の全員協議会において議会運営委員長から報告

がありましたが、９月３０日から１０月３日までの４日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、審査日程は９月３０日から１０月３日までの４日間と決しました。

それでは９月３０日、火曜日、午前１０時にお集まり願います。 

以上で決算特別委員会を散会いたします。 

 

（散会 １４時４６分） 

 

           決算特別委員会委員長  仮屋園 一徳  

 


